
平
成
三
年
政
令
第
三
百
号

商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
代
理
権
の
範
囲
の
特
例
）

第
一
条
　
日
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
手
続
を
す
る
も
の
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
は
、
特
別
の
授
権
を
得
な
け
れ
ば
、
商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
の
主
張
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
の
主
張
」
と
い
う
。
）
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
複
数
当
事
者
の
相
互
代
表
の
特
例
）

第
二
条
　
二
人
以
上
が
共
同
し
て
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
の
主
張
を
伴
う
商
標
登
録
出
願
を
し
た
と
き
は
、
各
人
は
、
他
の
者
と
共
同
で
な
け
れ
ば
、
使
用
に
基
づ
く
特
例
の
適
用
の
主
張
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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